
西警察署
大野木交番
☎531-0110

大 野 木 だ よ り 令和６年12月号

大野木学区

侵入盗
自動車盗
自転車盗
車上ねらい
部品ねらい
特殊詐欺

１件
１件
８件
２件
２件
０件

（令和６年１月～１１月暫定）

犯罪発生状況

～飲酒運転を根絶しよう～
◎飲酒運転の危険性
車を運転する時のお酒は、絶対に許されないものです。

飲酒運転は人の生命を奪う原因となる犯罪なのです。
たとえ、わずかな量であっても、お酒を飲んだ時は絶対

にハンドルを握らないでください。
また、運転者だけでなく、飲酒運転の周辺者も処罰され

ます。
具体的には、
飲酒運転をするおそれのある人に対し酒を提供した人
飲酒運転をした人に運転を依頼して車に同乗すること

等といった周辺者も処罰の対象となり、懲役、罰金の他、
免許取り消し・停止等の処罰の対象となります。

交通死亡事故の発生！
本年4件目（11月、12月連続発生） ☆大野木交番管内では、

特殊詐欺の電話が多くかか
っています。
・キャッシュカードを渡さない。
・他人に暗証番号等、個人情
報を教えない。

等、不審な電話は一旦切って、
相談しましょう。
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